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【 論文 】 

 

障障害害ののああるる子子どどももたたちちのの新新たたなな学学びびのの場場ととししててのの放放課課後後等等デデイイササーービビスス  
～連携と専門性という課題に焦点をあてた調査と実践事例～ 

 

香野 毅 
静岡大学学術院教育学領域 

 

 

要要約約  

 障害のある子どもの新たな学び場、居場所として放課後等デイサービスが急速に拡大している。多様なサービスや役割

が期待されているが、一方で課題もいくつか指摘されている。ひとつは学校との連携であり、他には専門性の確保と発揮

である。第一研究では、保護者、学校、放課後等デイサービス事業者を対象に主に連携について質問紙調査を行った。そ

の結果、一方向の情報伝達実態や保護者を介した情報交換が明らかになった。第二研究では、ある放課後等デイサービス

の実際の取り組みを紹介した。専門的な療育の成果は、放課後等デイサービスの可能性を示すことができた。学校との連

携においても、支援計画の交換から具体的な連携につながるひとつの具体例を示すことができた。最後に、地域の教育や

こども支援の資源としての放課後等デイサービスの役割や今後の課題について考察を行った。 

 

キキーーワワーードド  

放課後等デイサービス、学校との連携、専門性、新たな学びの場  

 
 

ⅠⅠ．．ははじじめめにに  

１１．．放放課課後後等等デデイイササーービビススとと課課題題  

障害のある子どもにおいて、家庭と学校以外の新たな

学びの場、居場所として放課後等デイサービス（以下、

放デイ）がある。2012 年に現在の放デイに関する制度が

整備されて以降、今日まで利用者数，事業所数とも急増

を続けている。 

子どもの放課後については、戦後から様々な取り組み

が重ねられてきた。一般には放課後児童健全育成事業の

一部である放課後児童クラブや学童クラブ、学童保育の

名称でよばれる活動がよく知られている。障害のある子

どもにおける放課後についても、戦後間もなくからこの

事業の「中」と「外」で取り組まれてきた。中は、地域

の子どもという意味では、障害のある子どももこの事業

の対象である。しかし実際の受け入れ状況は多いとはい

えない（山本,2015）。居住地にある学童クラブや学童保

育を、特別支援学校や支援学級に在籍している児児童生

徒が利用できていない現状がある。事業の外は、障害の

ある乳幼児を対象としていた「障害児通園事業」を足掛

かりに、障がいのある子どもの放課後保障全国連絡会を

中心とした運動があと押しして、現在の放デイの制度化

につながった。障害者総合支援法を根拠にもつ放デイが、

障害のある子どもの放課後の主たる居場所となり、10 年

あまりが経過した。 

「放課後等デイサービスガイドライン（厚生労働

省,2015）」を参考に、放デイの役割や活動等を概観して

おく。放デイの基本的な役割は、次の３つにまとめるこ

とができる。ひとつは「子どもの最善の利益の保証」で

あり、学校に就学している障害児に、授業の終了後又は

休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会と

の交流の促進その他の便宜を供与することである。ふた

つは「共生社会の実現に向けた後方支援」であり、利用

する子どもの地域社会への参加を進めるとともに、地域

に暮らす他の子どもに対しても、他機関との連携や専門

機関としての役割を果たすことを通じて、子育てを後方

支援することである。みっつは「保護者支援」であり、

子育て支援や相談対応とともに保護者の時間保障があげ

られている。  

このガイドラインは 2012 年の制度開始から 3 年後の

2015 年に示された。放デイの制度開始当初、その設置条

件の垣根の低さから、様々な業界から事業への参入がな

された。その結果、各事業所が提供するサービスの質に

バラつきが生じた。このガイドラインはそのような状況

に対しての、一定の質保証を目指す意図があったと考え

られている。 

まもなく 10 年を迎える放デイには期待とともに課題

も少なくない。本研究では、まず放デイに関する実態調

査を概観し、そこから導かれる課題を整理する。そこに

連携に関する調査研究の知見を追加していく。さらにあ

る事業所の取り組みを事例的に紹介し、この課題の解決

に向けたひとつの提案を試みる。 

 

２２．．放放デデイイをを利利用用すするる子子どどももとと家家族族のの状状況況  

 放デイの利用状況や果たしている役割についてはいく

つかの調査が行われてきている。利用している子どもの

状況については、森地ら（2019）が全国の 480 か所の事
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業所へ調査を行っている。これによれば年代としては小

学生がもっとも多い事業所が全体の約 7 割であり、中学

生がもっとも多い事業所は約 3 割である。特別支援学校

に所属している子どもがもっとも多い事業所が約 6 割で

あり、普通学校に所属している子どもがもっとも多い事

業所が約 4 割である。障害種別としては、知的障害がも

っとも多い事業所が約 5 割、発達障害がもっとも多い事

業所が約 3割、その他が約 2割である。 

江上・田村（2017）の研究では、利用状況に加え、利

用者である子どもと家族が期待する役割について、すで

に利用している家族 56 組を対象に調査されている。利用

状況では、利用頻度では週 1～3 回が約 4 割、週 3～5 回

が約 4 割、それ以上が約 2 割と幅がみられた。家族が期

待する役割としては、子どもの社会経験や人間関係を広

げる体験、スタッフをはじめとする家族以外が障害のあ

る子どもへの理解を広げる役割を多くあげていた。それ

と同時に家族のレスパイト的な役割が期待されていた。 

 

３３．．放放デデイイのの役役割割やや機機能能とといいうう専専門門性性  

 ガイドラインで示されているように放デイの役割のひ

とつは、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との

交流の促進その他の便宜を供与することである。これは

いわば専門性の発揮といえる。 

 森地ら（2019）は、放デイが提供しているサービスや

支援の現状について調査を行っている。利用する子ども

の障害種や年齢などによる傾向の違いはあるが、10 にわ

たる支援内容 （保育中心の取り組み、コミュニケーショ

ンにかかわる支援、日常生活習慣にかかわる支援、運動

機能向上の支援、友達とのかかわりに関する支援、ソー

シャルスキルなどの支援、医療的ケアなどの支援、学習

にかかわる支援、タブレット端末などを利用した支援、

スケジュール・ワークシステムなどの支援）が子どもの

ニーズに基づいて提供されていることを明らかにしてい

る。あわせてスタッフの専門性やサービスの質的側面に

ついては、この調査では十分に明らかにはできてはいな

いものの、今後の検証課題として指摘している。 

 松浦（2017）は最近の動向として、ケアのコンセプト

を明確にした放デイ事業者が増加している状況を紹介し

ている。文化的活動、教育活動、医療的ケア、ソーシャ

ルスキルトレーニングなどの療育訓練など、障害特性や

個々のニーズに合わせたものを提供する事業者が増えて

いくなかで、放デイが小中学校の支援を行う時代が到来

するかもしれないとの指摘も加えている。 

 障害のある子どもの、家庭、学校以外の居場所として

始まり、整備されてきた放デイであるが、ここにきてそ

の役割は拡張してきている。とりわけ放デイのガイドラ

インにおいてあげられた基本的役割のひとつである「共

生社会の実現に向けた後方支援」を担う専門機関として

の役割が大きくなってきている。学びの場としての役割

が大きくなってきたといえるだろう。 

 

４４．．放放デデイイとと学学校校ととのの連連携携  

 ガイドラインでは「子どもに必要な支援を行う上で、

学校との役割分担を明確にし、学校で作成される個別の

教育支援計画等と放課後等デイサービス計画を連携させ

る等により、学校と連携を積極的に図ることが求められ

る。」と学校との連携について記されている。このガイド

ラインが出された同時期に厚生労働省からの依頼を受け、

文部科学省から関係教育機関に対して、このガイドライ

ンの周知に関する協力依頼がなされ、とくに連携の推進

が要請されている。 

 一方で、2014 年に全国放課後連が放課後等デイサービ

ス事業所に対して行った調査によれば、施設や設備の課

題、財政面や事務作業の多さ、送迎の問題といった運営

面での課題のほかに、「学校と連携がとりくにい」と学校

との連携を多くの事業所が課題にあげている（全国放課

後連，2014）。 

 この放デイと学校の連携の課題については、その必要

性が繰り返し強調される中で、次第に双方がその必要性

を認識しつつある。西原ら（2018）が、知的障害特別支

援学校の教員に行った質問紙調査によれば、「デイとの情

報交換や連携は必要だと思いますか」の問いに対して、

97%が「はい」と回答していた。その必要性についても「学

校とデイで指導・支援の一貫性」「児童生徒理解の充実」

などの記述がみられた。ただ情報交換や連携を具体的に

進めるには、「時間の確保」や「放デイによる質のバラつ

き」「個人情報の取り扱い」などの課題があることも調査

結果から指摘されている。 

同様に吉岡（2020）が、特別支援学校の教員および特

別支援学級を担任する教員に対して行った質問紙調査に

おいても、87.5％の教員が放デイとの連携の経験を持っ

ていた。連携の内容としては「送迎時のその日の児童生

徒の様子の情報交換」「学校への放デイスタッフの訪問、

見学」「放デイ利用計画についての情報提供」「支援会議

への出席」などがあげられていた。またこれらの具体的

な連携を経験した教員のほとんどが「とても役に立った」

「役に立った」と評価していた。一方では、学校からの

連携が進みにくい理由として、「放デイ（の質）に対する

不信感」「個人情報の取り扱い」「慌ただしさ（時間のな

さ）」「放デイに対する教員の理解の乏しさ」を調査から

指摘している。 

 加えて、これらの調査では連携の具体例についても紹

介されている。西原ら（2018）の研究では、実際に学校

と放デイの連携会議を試行的に開催し、連携推進の好例

を提示している。吉岡（2020）では、教師の経験事例を

調査し、子どもの問題行動への共通理解をはかった事例

教科開発学論集　第9号（2021年）

－ 2 －



や、放デイの持っている専門性を学校に助言として提供

された事例、放デイが保護者との関係調整を行った事例

を紹介している。このように放デイと学校の連携につい

ては、すでに具体的取り組みが多様に展開している段階

に移行しているのだろう。 

 

５５．．放放デデイイのの課課題題  

放デイが本格的にスタートして 10 年が過ぎようとし

ている。課題の指摘もされてきている。  

  江上・田村（2017）の調査では、家族からみた放デイ

の課題や改善が期待される点があげられており、もっと

も多いのは卒業後の継続した支援を受けることであり、

次いで学校や専門機関との連携があげられていた。石井・

相澤（2018）の家族を対象とした調査でも、ほぼ同様の

結果が得られている。加えて家族が感じている放デイ事

業所の課題として、設備面に加えて、職員の専門性も上

位にあげられていた。  

 放デイの課題としては大きくふたつあげることができ

る。ひとつには、障害のある子どもとその家族のニーズ

に的確に応えることが求められる。それには一定の専門

性の担保や技術の向上が不可欠である。放デイは設置の

しやすさという垣根の低さから、資格や経験に裏付けら

れる専門性の確保を後回しにしてきた。ここにひとつの

課題があるといえる。 

また放デイには、地域の資源として、学校等からの連

携や情報交換といったニーズに応えることも求められる。

学校があげた連携の難しさには、放デイの質のバラつき

や放デイに対する教員の理解に関することがあった。あ

らためて放デイのもつコンセプトや提供するサービスの

内容を明確にしながら、家庭、学校、放デイの三者がそ

れぞれの役割やニーズについて、相互理解し、連携を進

めていくことも課題である。ここにもうひとつの課題が

ある。 

 

６６．．本本研研究究のの目目的的とと構構成成  

 本研究はこれらの課題を検討するためにふたつの研究

から構成される。 

ひとつは家庭、学校、放デイの 3者に対して、主に「連

携」に関して質問紙調査を行い、その結果から、相互の

連携のあり方について検討していく（第一研究）。もうひ

とつはある放デイを取り上げ、そこでの実際の取り組み

を事例として紹介する。この取り組みには、専門的なサ

ービスの提供の実態と学校との連携が含まれている。放

デイの課題は、これまで実態調査を通して明らかにされ

てきているが、具体的な取り組みについてはまだ報告さ

れていない。そこで、放デイの今後の役割について実践

事例を通して検討していく（第二研究）。 

 最後に、これらの検討を通して、第 3 の学びの場とし

ての放デイのあり方や今後について論じていく。 

 

ⅡⅡ..  第第一一研研究究  

１１．．目目的的  

家庭、学校、放デイの 3者に対して質問紙調査を行い、

相互の連携に関して実態や課題を明らかにする。 

  

２２．．方方法法  

（（１１））対対象象  

①S 県内の学校に勤務している教員（主に特別支援学

校教員）143 名 

②S 県内の一校の特別支援学校に在籍している児童生

徒の保護者 90 名 

③S市内の放課後等デイサービス事業所の責任者21名 

（（２２））質質問問紙紙のの作作成成  

 質問紙は、学校の教員、保護者、放デイ事業所の責任

者を対象にそれぞれに項目を作成した。最初に、プロフ

ィールや規模、利用状況などの基本情報を尋ねた。 

主な項目としては、相互の連絡や情報交換の方法と内

容である。連絡や情報交換の方法については、【教員対象】

学校は放デイとどのように連絡、情報交換を行っている

か、【放デイ責任者対象】放デイは学校・保護者とどのよ

うに連絡、情報交換を行っているか、【保護者対象】保護

者は放デイどのように連絡、情報交換を行っているか、

【保護者対象】保護者が仲介して学校と放デイの間でど

のように連絡、情報交換を行っているかの 4 つの質問項

目を設けた。連絡や情報交換の内容についても、この 4

つの質問項目に合わせて尋ねた。 

加えて、保護者と学校には放デイへの期待と課題を尋

ね、放デイ事業所には、放デイの意義と課題を尋ねた。 

（（３３））調調査査手手続続きき  

①教員：教員を対象とした研修会の際に質問紙を配布

し、その場で回収した。143 名に配布し、143 名から回答

を得た（回収率 100％） 

②保護者：特別支援学校を通じて配布・回収した。138

名に配布し、90 名から回答を得た（回収率 65％）。 

③事業所：ある地区の（放デイ）事業所連絡会を通じ

て配布および事業所へ直接質問紙を送付し、それぞれ郵

送にて回収した。28 事業所に配布し、21 事業所から回答

を得た（回収率 75％）。 

  

３３．．結結果果とと考考察察  

（（１１））連連絡絡、、情情報報交交換換のの方方法法とと内内容容おおよよびびそそここかかららみみええ

ててくくるるもものの  

 表 1 に学校と放デイの相互の連絡、情報交換の方法、

表 2 に保護者と放デイの相互の連絡、情報交換の方法、

表 3 にその内容をまとめた。数値は、各回答者が選択し

た割合を示している。該当しない選択項目については斜
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線とした。 

まず学校と放デイの間での連絡、情報交換では、引き

渡し時に口頭で行う方法がもっとも多かった。学校は

79.7％、放デイは 95.2％がこの方法を回答している（表

1）。 

子どもたちが平日に放デイを利用する場合、学校に放

デイが送迎サービスで迎えに行くことがほとんどであり、

そこでごく短時間に情報交換がなされている。表 3 によ

れば、伝えられる内容は、発作などの体調の様子や心理

的な状態、排せつ・食事の様子などが主である。 

保護者と放デイの間での連絡、情報交換では、こちら

も引き渡し時に口頭で行う方法がもっとも多かった。放

デイでの過ごした様子が、口頭で保護者に伝えられてい

た。表 3 から読み取れば、その内容は、日課や予定、体

調、活動内容、排せつや食事、心理的状態、行動上の問

題と多岐にわたっていた。その内容の多さからは、伝達

に用いられる時間的な余裕が、学校と放デイ間のそれに

較べれば、あることが推察される。 

そして、保護者は連絡帳を使って、放デイから学校へ

の連絡、情報交換を仲介していた（表 1、56.6％）。その

内容を、表 4 に示している。保護者は放デイでの活動の

様子などを、学校に伝えていた。もちろん必要がなけれ

ば、「特にしていない」（表 4、36.6％）となる。学校も、

保護者を通じて放デイと連絡、情報交換をしていると回

答していた（表 1、31.4％）こととあわせて考えると、放

デイから学校への情報伝達のある部分は、保護者が仲介

していることが読み取れる。  

これらの連絡、情報交換の方法と内容に関する結果か

らみえてくるのは、子どもの様子といった日常的な情報

に関しては、伝達が一方向的に行われているということ

である。ほとんどの特別支援学校では、下校時に複数の

放デイ送迎車へ子どもを間違いなく振り分けて乗車させ

る対応にせまられている。一人あたりの情報交換にかけ

られる時間はわずかしかない。そこで行われる学校と放

デイ間の情報交換は、学校から放デイへの一方向の伝達

という形で、必要最小限の情報のみ行われていると思わ

れる。それは、表 3 の伝達内容や、子どもの過ごす場所

の順番が「学校→放デイ→家庭」であることから推察され

る。次に放デイで過ごした子どもの様子が保護者に伝え

られる。ここも過ごす順番から考えると、主には放デイ

から保護者へ情報が伝達される一方向的であることが推

察される。ここでは時間的余裕があるため、伝えられる

内容は放デイでの様子全般となる。そしてここで伝えら

れた情報の一部が、連絡帳を利用して、学校に伝えられ

ていく。 

一方で、時間をかけた情報交換などは、面談等の時間

が設定されている。放デイは保護者とは 61.9%（表 2）、

学校とは 23.8%（表 1）の割合で、面談等の時間を設定し

ていると回答している。保護者は、学校との面談時に放

デイの利用状況や様子を伝えたり（表 1、42.2%）、放デイ

と面談等の時間を設定したり（表 2、38.8％）して情報交

換を行っていた。学校は放デイと面談等の時間を設定し

ている意識はあまり高くないのかもしれない（表 1、

15.3%）。以上から、保護者は学校と放デイそれぞれと面

談等の時間を設けて情報交換を行っているが、放デイと

学校間ではそれほど時間をかけた情報交換は頻繁ではな

い、もしくは放デイによってばらつきがあると推察する

ことができる。 

（（２２））放放デデイイへへのの期期待待やや意意義義、、課課題題  

 表 5 に、学校と保護者については放デイへの期待、放

デイについてはこの事業の意義を尋ねた結果をまとめて

いる。数値は、各回答者が選択した割合を示している。 

保護者は、きょうだいを含む家族のレスパイトや時間

確保をほとんどが選択しており、放課後や休日の預かり

機能を強く期待していた。ほかにも、本人とっての余暇

や遊びの提供、基本的生活習慣の提供、子ども同士の関

わりなど高い期待をしていることがうかがわれる。 

 学校と放デイを比較してみると、学校が期待すること

と、放デイが考える事業の意義にやや開きがあるように

見受けられる。余暇や遊びの提供と保護者同士の関わり

では両者の間であまり差はないが、家族のレスパイトや

時間確保、基本的生活習慣の提供、行動上の問題の改善、

学習支援、体調管理、子ども同士の関わりでは回答傾向

が異なっており、いずれも放デイのほうが学校よりも高

い数値となっている。もちろん、期待と意義という質問

の尋ね方の文言の違い、学校と放デイ自身という立場の

違いはあるにせよ、この傾向は注目すべき点である。こ

の傾向を生んだ背景としては、「放デイに対する教員の理

解の乏しさ」（吉岡,2020）や「放デイによる質のバラつ

き」（西原ら,2018）が考えられる。これは、「知らない」

も含めて、学校側の持っている放デイの専門性や果たし

ている役割についての評価が反映しているのではないだ

ろうか。 

 表 6 に、学校、保護者、放デイがそれぞれあげた放デ

イの課題についてまとめている。学校が多く選択したの

は、学校との連携であった。保護者は特にないがもっと

も多かった。放デイは、自身の課題として、活動内容の

質、制度に対する認識のずれと送迎時の負担や混乱をあ

げていた。共通項目ではないが、放デイ自身としては、

子どもの障害の多様性やスタッフの研修体制、設備面に

ついても課題としてあげていた。 
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ⅢⅢ..第第二二研研究究  

１１．．目目的的  

 ある放デイにおける、専門的なサービスの提供の実態

と学校との連携について取り上げ、放デイの今後の役割

について検討する。 

２２．．方方法法  

（（１１））対対象象 

 2019年 5月より事業開始しているS市内にある放デイ

1 か所（以下、T とする）、定員数 15 名/1 日で、主に知

的障害、発達障害のある子ども（小学校低学年）が利用

連絡帳など

の紙媒体

引き渡し時

に口頭

面談等の時

間を設定

保護者を通

じて
メール

特にしてい

ない
その他

学校・放デイ間 6.9 79.7 15.3 31.4 0.0 0.0 14.6

放デイ・学校間 0.0 95.2 23.8 0.0 14.2 4.7 4.7

保護者による学校・放デイ間 56.6 18.8 42.2 0.0 27.7 3.3

学校・放デイ間：教員が回答した学校と放デイ間の連絡・情報交換の方法

放デイ・学校間：放デイ事業所責任者が回答した放デイと学校間の連絡・情報交換の方法

保護者による学校・放デイ間：保護者が回答した保護者が仲介して行う学校と放デイ間の連絡・情報交換の方法

表表11　　学学校校とと放放デデイイのの間間のの連連絡絡、、情情報報交交換換のの方方法法

連絡帳など

の紙媒体

引き渡し時

に口頭

面談等の時

間を設定
メール

特にしてい

ない
その他

保護者・放デイ間 78.8 87.7 38.8 13.3 0.0 4.4

放デイ・保護者間 38.0 85.7 61.9 28.5 0.0 9.5

保護者・放デイ間：保護者が回答した保護者と放デイの連絡・情報交換の方法

放デイ・保護者間：放デイ事業所責任者が回答した放デイと保護者間の連絡・情報交換の方法

表表22　　保保護護者者とと放放デデイイのの間間のの連連絡絡、、情情報報交交換換のの方方法法

その日の日

課や予定
体調

その日の活

動内容

排泄・食事

の様子
睡眠の様子 心理的状態

行動上の問

題

職員との関

わり
その他

学校 23.7 72.0 25.1 51.7 17.4 57.3 40.5 9.7

放デイ 80.9 85.7 90.4 90.4 47.6 71.4 80.9 80.9 19.0

学校：学校が回答した放デイへの連絡・情報交換の内容

放デイ：放デイが回答した学校、保護者との連絡・情報交換の内容

表表33　　学学校校とと放放デデイイ間間のの連連絡絡、、情情報報交交換換のの内内容容

体調
その日の活

動内容

排泄・食事

の様子
睡眠の様子 心理的状態

職員との関

わり
その他

特にしてい

ない

17.7 43.3 16.6 2.2 21.1 16.6 6.6 36.6

表表44　　保保護護者者がが仲仲介介ししてて学学校校にに伝伝ええるる放放デデイイのの様様子子

家族（きょ

うだい含

む）のレス

パイトや時

間確保

余暇や遊び

の提供

基本的生活

習慣の提供

行動上の問

題の改善
学習支援 体調管理

子ども同士

の関わり

保護者同士

のつながり
その他

学校 45.4 74.8 36.3 9.0 10.4 11.1 50.3 20.9 5.5

保護者 93.2 71.1 62.2 55.5 31.1 22.0 73.3 3.3 7.7

放デイ 66.6 71.4 80.9 76.1 38.0 23.8 85.7 19.0 38.0

表表55　　学学校校とと保保護護者者がが持持つつ放放デデイイへへのの期期待待、、放放デデイイ自自身身がが考考ええるる放放デデイイのの意意義義

送迎時の混

乱や負担

制度の複雑

さ
金銭的負担

家庭で過ご

す時間が無

くなる

活動内容の

質

保護者と連

携が取れて

いない

学校と連携

が取れてい

ない

制度に対す

る認識のず

れ

特にない その他

学校 16.0 0.0 0.0 0.0 16.0 18.8 37.7 20.9 11.8 30.7

保護者 21.1 26.6 11.1 8.8 0.0 2.2 17.7 13.3 30.0 20.0

放デイ 57.7 14.2 9.5 0.0 71.4 9.5 38.0 66.6 0.0 23.8

表表66　　放放デデイイのの課課題題
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している。現在は中学生の個別学習支援を並行して行っ

ている。 

（（２２））手手続続きき  

 筆者は T のアドバイザーとしての役割を得て、日中の

活動や運営、スタッフとのミーティング等に参加しなが

ら、放デイの活動に関するエピソードを蓄積していった。

これらのエピソードは、T という放デイにかなり近い立

場で収集した質的データとなる。 

 参加は 1回/2週程度で、一回当たり2～3時間である。

この時間を、利用している子どもの活動への参加、スタ

ッフとのやりとり、ミーティングに使った。事業開始当

初には個別支援計画の作成にも助言を行った。またメー

ル等でのやりとりも適宜行った。 

 研究の倫理的配慮については、事業所および対象とな

る事例児の保護者に対して、口頭および書面にて研究の

内容や情報の取り扱いなどについて、説明を行い、同意

を得た。 

 

３３．．結結果果とと考考察察  

（（１１））ああるる子子どどももへへのの療療育育活活動動  

 特別支援学校 1 年生に所属する A くん（診断名は、知

的障害と自閉症スペクトラム）で、この放デイは週 3 回

利用している。 

A くんの様子：完璧主義な一面があり、ハンカチは端

と端をきちんとそろえること、上靴をきれいにそろえて

脱ぐことなどにこだわりを持っている。それがうまくい

かないとパニックになり、泣き出してしまうこともある。 

遊びの場面では一人で塗り絵をすることや、レゴで遊

んでいることが多い。バランスボールにのって、揺さぶ

られるのが好き。他人の遊びに興味を持たないというわ

けではなく、気になるとその周りを歩き、自然と中に入

ることがある。いずれの場合も自ら言葉を発することは

あまりない。一緒に遊んでいるように見えるが、途中で

一人遊びになることがある。 

コミュニケーション面では、音声言語より身振り手振

りで伝えている場面がよく見られる。それを大人が言い

換え、他の子どもたちに伝えている。さらに、発する言

葉のほとんどが母音になってしまうため伝わりにくく、

子ども同士でのコミュニケーションは難しい。単音でも

聞きとりにくい音が多くあり構音障害が顕著である。 

そこで口の動きを観察すると、言葉を発する時、ほと

んど口の形が変わらない。最初の音の口形のまま発する

ことがほとんどである。そのため、最初と最後の音はな

んとなく分かるが、単語の中の音（例：「マスク」の「ス」）

が聞き取りづらいことが多い。おやつを食べる時、お菓

子を噛むのではなく、溶かすように食べている様子から

口の動きが弱いと考えられる。その際、姿勢では、猫背

や腰の後傾が特徴的で、座位を保っておくことが難しい。 

以上から、支援の目標としては「他者との主に言語を

用いたコミュニケーションがより活性化することを大き

な目標とし、そのために構音が上達することで言語の明

瞭性を高まること」が設定された。取り組みの枠組みと

しては、週一回程度、特定のスタッフと個別指導（約 30

分）を設け、その他の時間はこれまで通り集団のなかで

生活した。この個別指導は約半年続けられた。具体的な

課題としては、個別指導では、姿勢作りのために、①側

臥位で肩・胸のゆるめ②側臥位で腰のゆるめ③座位で肩・

胸のゆるめ④座位での直姿勢づくりの 4 種類の動作法

（九州大学総合臨床センター,2015）を行った。発声練習

としては、対面での模倣をもちいた口形の形づくり（開

口、すぼめ、舌出しなど）と、後半では短い単語を用い

て発声練習を行った。これらの姿勢づくりと模倣、発声

練習の 3 つの課題をスタッフとマンツーマンで取り組ん

でいった。 

指導の成果は、ふたつに集約される。ひとつは座位姿

勢が改善された。猫背で丸まりやすかった背中が立てら

れるようになり、胸が開きストンと真っすぐの姿勢が多

く取れるようになっていった。「かっこよく座ってみよう」

と声をかけると、スッと背中を伸ばして顎を引くなど、

良い姿勢のイメージも本人に定着したようであった。も

うひとつは構音が改善した。評価方法として、指導開始

前後で集団場面での発声発語を記録し、50 音それぞれ聞

き取りやすさを評価した。そこで会話の文脈から判断し

て本人が意図した音が出ている割合を算出してみたとこ

ろ、指導前が 34.7％、指導後が 74.7％であった（例、「先

生」が「せんえい」の場合、75％）。この数値は評価基準

があいまいであり、測定方法も高い正確性を持っている

とは言い難いが、複数の放デイスタッフ間の評価と一致

した傾向を示していた。 

もっとも印象的だった変化は母親からの日常の様子の

報告であった。家で話したがることが増え、盛んに家族

に話しかけるようになったこと、うまく聞き取ってもら

えないときに悔しがるようになったことなどが指導後半

期に母親からもたらされた。支援目標に掲げた他者との

コミュニケーションの活性化がみられていたと考えた。 

 

（（２２））放放デデイイのの専専門門性性のの可可能能性性  

この A くんへの取り組みから分かることは、アドバイ

ザーの存在などの工夫によって、放デイが専門的な療育

機能を持ちうることである。例えば岡本ら（2019）は発

達障害児に対象を限定し、ソーシャルスキルトレーニン

グに特化したプログラムをもつ放デイについて報告して

いる。松浦（2017）が指摘するように、昨今の放デイで

は、それぞれの特徴や専門性を活かした取り組みが展開

してきている。今回の取り組みもその一例となりうると

考える。 
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（（３３））学学校校ととのの連連携携  

 T は送迎サービスを行っていない放デイである。そこ

で送り迎えは保護者や家族ということになり、放デイと

保護者の間では情報交換の機会は多く持つことになる。

時間を設けての面談も年度に 1 回は行われ、その他、必

要に応じて面談の機会を設けていた。 

一方で、迎えがないため学校と情報交換する機会を日

常的には持っていない。そこで T と学校の情報交換とし

て、個別支援計画の交換が企画されていた。手順として

は、T で個別支援計画を作成、それを保護者経由で学校

に提供、その提供時に学校側で作成している個別の教育

支援計画および個別の指導計画を、保護者経由で提供し

てもらうよう依頼、それに学校側が応え、T に提供とい

う流れになっていた。事業開始年度の 2019 年では、利用

者が通っているすべての学校とそれぞれが作成した支援

計画の交換が実現していた。 

文部科学省が各学校に協力依頼した「放課後等デイサ

ービスガイドラインにかかる普及啓発の推進について」

（2015）の中には、「学校との間で相互の役割の理解を深

めるため、保護者の同意を得た上での学校における個別

の教育支援計画等と放課後等デイサービス事業所におけ

る放課後等デイサービス計画を共有すること」とあるが、

これを実施している学校、放デイがどれほどあるだろう

か。第一研究における連絡、情報交換の方法に関する調

査でも、このような計画の交換はその他の回答に含めら

れるほど少なかった。 

T では、年度の前半にこの支援計画を交換する取り組

みを行った結果、その後に複数の学校および教員から、

利用している子どもについての情報交換が持ちかけられ

ている。その形態は、保護者を交えての 3 者での合同面

談、放デイスタッフと学校の教員でのケース会、電話で

の情報交換、放デイスタッフが学校訪問しての見学と対

面しての情報交換と多岐にわたり、単回から複数回重ね

た事例まであった。支援計画という文書を一度やりとり

させたという取り組みが、吉岡（2020）のいう「放デイ

（の質）に対する不信感」「個人情報の取り扱い」といっ

た連携を阻む要因を払しょくすることにつながり、その

後の連携につながったのではないだろうか。 

 

ⅣⅣ..総総合合考考察察  

１１..地地域域のの資資源源ととししててのの放放デデイイ  

 教育領域では、平成 18 年に特別支援教育の推進のため

の学校教育法等の一部改正がなされ特別支援教育が本格

的にはじまった。各学校では、管理職のリーダーシップ

のもと、特別支援教育コーディネーターの任命、特別支

援に関する関係委員会の設置、研修機会の確保、個別の

教育支援計画および指導計画の作成、支援員の増員など

が進められてきた。市町村教育委員会においても、特別

支援に関する関係委員会の設置や巡回相談システムの整

備、通級教室の開設などに取り組んできている。あわせ

て学校レベルにおいても、市町村教育委員会レベルにお

いても、関係機関や外部機関との連携強化が進められて

きた。医療機関や発達障害者支援センターといった専門

機関との連携、幼保こども園との引継ぎの強化、児童相

談所や障害福祉課などの行政的な横のつながりなどが具

体的に行われてきた。このように学校として、教育領域

としては支援ニーズを持つ子どもへの対応は質量とも

徐々に整備されつつあるといってもよいだろう。 

一方で、発達障害をはじめとする支援ニーズを持つ子

どもとその家族は、その数だけでなく、多様さや複雑さ

を増している。学校を中心とした教育領域にはその対応

が期待されており、その重要な役割を担っていることは

紛れもない事実であるが、当然のことながら学校だけで

対応することには限界がある。支援が長期のライフステ

ージにわたること、子どものニーズの多様さ・複雑さに

単一の学校や領域では対応しきれないこと、学校が持っ

ているシステム、資源、カリキュラムが個の支援には適

さない場合があることなど、学校だけで対応できない理

由をあげることは難しくない。そこで学校を主語にいえ

ば「地域資源の活用」「各機関との連携」が必要というこ

とになり、社会全体を主語にすれば「学校も含めた地域

で子どもを育て支える」ということになる。このように

問題を整理していくと、放デイがこの地域の資源として

の役割を担うことが期待される。 

すでに特別支援学校では在籍児童生徒のおよそ 9 割が

放デイを利用している（2017 年,未発表：ある学校の校

内調査より）。障害のある子どもたちは放デイを第 3の居

場所として利用することが当たり前になった。放デイは

学校はじめあらゆる地域の機関や関係領域と連携を図り、

事業所独自のコンセプトを明確にしながら、その役割や

機能を発揮していくことが、これまで以上に求められて

いくのだろう。 

 

２２..放放デデイイののででききるるこことと  

 第一研究では連絡や情報交換という切り口から連携の

実態について調査した。そこからみえてきたことは、学

校と放デイ間で行われている連絡や情報交換は、送迎時

の短時間に、口頭で、学校からの一方的な伝達の形で、

その日の学校での子どもの様子が伝えられているという

ことである。放デイから学校への情報交換は、保護者の

書く連絡帳で、学校に様子の一部が伝えられていた。相

互に情報交換の必要性は強く感じているし、課題として

も認識している。一方で、時間的、物理的な現実条件の

もとでは、これが精いっぱいということであろう。 

 第二研究では、T という放デイに参加しながらえられ

た取り組み実態について紹介した。そこには学校との連
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携のひとつのあり方が示されていた。放デイからは個別

支援計画が、学校からは個別の教育支援計画・指導計画

が、保護者を介して交換されていた。放デイに参加しな

がら得た印象では、学校が作成した計画は内容としても

有益であるが、目的や活動内容の異なるそれぞれの機関

が立てた計画であるのでそのまま利用できるとわけでは

ない。内容としては、あくまで参考となるというレベル

であった。重要なのは、お互いがそれぞれの文書を開示

しあい、交換したという関係の構築であった。加えて個

人情報保護の対応の意味（機関間で保護者の同意なく情

報を交換できない）もあるが、保護者を介しているとい

うことは学校と放デイが関係を構築したことを、保護者

も認識しているという点も重要である。その結果、学校、

保護者、放デイの間に子どもを中心とした有機的なネッ

トワークが描かれ、その後のケース会や合同面談につな

がっていった。まずは、このような関係構築に向けた実

効的な取り組みが望まれる。 

 同じく第二研究では、ある子どもへの専門的な療育に

ついてのひとつの取り組みを紹介した。放デイを運営し

ている事業所の構成は社会福祉法人、営利法人、NPO、地

方公共団体など多岐にわたっており、その他幅広い分野

の参入がみられる（山本、2015）。それぞれの設置主体は、

医療関係やリハビリ、学習塾やスポーツクラブ、余暇支

援など得意な分野やそれをもったスタッフを抱えている。

これらの得意分野や専門性がより利用者や学校含む他機

関から見えてくるようになれば、地域で子どもを育み支

えるなかの一員としての放デイの役割が明確になってく

るだろう。そのためには放デイにはより発信していく取

り組みが求められる。 

 

３３..今今後後のの課課題題  

 この研究では、学校、保護者、放デイへの調査と放デ

イの取り組み紹介から、主に放デイのあり方について検

討を行った。今後の検討課題は少なくないが、研究とし

ては、ある子どもや集団を対象に、学校と放デイが連携

しながらそれぞれに教育、支援を行っている事例を取り

上げていくような実践研究をさらに進めていきたい。子

ども中心とした具体的な支援から各機関の連携の実態や

ネットワークの働きを検証していくことが、放デイをひ

とつとする地域の取り組みの妥当性や適切性を評価する

うえで欠かせないと考える。これらの研究から、子ども

の教育や支援の充実によりせまっていきたい。 
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After-school day service as a new learning opportunity for children 
with handicap 

Surveys and practices focusing on the problems of collaboration and specialty 
 

Takeshi Kono 
 
 

ABSTRACT 
After-school day services as a new learning opportunity for children with handicap increase rapidly. A variety of 

services and roles are expected to them; at the same time some problems have them pointed out. One is cooperation 
with the school, the other one is their specialty. At the first study, we investigated about the cooperation targeting 
parents, teacher and stuff of After-school day services. At the result, actual situation about one-way communication 
school to stuff and information exchange through the parents were revealed. At the second study, we introduced the 
concrete activity of the After-school day services as case study. From the result of the specialized approach, 
possibility of After-school day services was shown. And one specific example about cooperation with the school 
was provided, it was exchange of Individual Support Program. At last we discussed that After-school day services 
play a role as a Resources of the local education and child support and their problem toward the future. 
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